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第４章 施策の体系  

１ 施策の体系  

「 と も に 生 き る ま ち づ く り 」 の 実 現 を め ざ し 、 次 の ５ つ の 施 策 の 目

標 を 掲 げ 、 障 害 者 支 援 の た め の 具 体 的 な 施 策 を 展 開 し て い き ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

就 労 と 社 会 参 加 へ  
の 支 援 の 充 実  

生 活 環 境 の 整 備  

在 宅 福 祉 サ ー ビ ス  
の 充 実  

保 健 、 医 療 、 療 育 、 
教 育 の 充 実  

障 害 者 施 策 の 総 合  
的 な 推 進  

〔 基 本 目 標 〕   〔 施 策 の 目 標 〕         〔 施 策 の 項 目 〕   

と
も
に
生
き
る
ま
ち
づ
く
り 

○  バ リ ア フ リ ー の ま ち づ く り の  

推 進  

○  居 住 環 境 の 整 備  

○  災 害 へ の 対 応  

○  居 宅 生 活 支 援 サ ー ビ ス の 充 実  

○  外 出 移 動 の た め の 支 援  

○  精 神 障 害 者 保 健 福 祉 サ ー ビ ス  

の 充 実  

○  障 害 の 予 防 ・ 軽 減  

○  保 健 ・ 医 療 サ ー ビ ス の 充 実  

○  療 育 ・ 保 育 の 充 実  

○  障 害 児 教 育 の 充 実  

○  企 業 等 へ の 就 労 の 促 進  

○  福 祉 的 就 労 の 場 の 確 保 と 充 実  

○  昼 間 の 生 活 と 訓 練 の 場 の 確 保  

○  社 会 参 加 活 動 へ の 支 援  

○  啓 発 と 福 祉 教 育 の 推 進  

○  情 報 提 供 の 拡 充  

○  相 談 支 援 体 制 の 充 実  

○  地 域 福 祉 活 動 の 推 進  

○  良 質 な サ ー ビ ス 提 供 の た め の  

環 境 整 備  

○  施 策 の 円 滑 な 推 進  
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２ 重点的に取り組むべき施策  

当 計 画 期 間 に お い て 、 特 に 重 点 を お い て 取 り 組 む べ き 施 策 を 掲 げ ま

し た 。  

 

（１）支援費制度の円滑な推進  

平 成 15 年 4 月 か ら ス タ ー ト し た 支 援 費 制 度 に つ い て 、 需 要 に

応 え る 支 援 体 制 の 整 備 に 努 め る と と も に 、 十 分 な 情 報 提 供 と 有 効

な 利 用 を 促 進 し ま す 。 特 に 、 居 宅 支 援 の 充 実 と グ ル ー プ ホ ー ム の

設 置 を 推 進 し ま す 。  

 

 

（２）精神障害者支援施策の充実  

心 の 病 を も つ 人 が 潜 在 的 に 増 加 し て い る な か で 、 こ れ ま で の 保

健 ・ 医 療 的 な 支 援 の ほ か に 、 平 成 14 年 度 か ら ホ ー ム ヘ ル プ サ ー

ビ ス な ど の 福 祉 的 な 支 援 が 始 ま り 、 今 後 、 居 宅 生 活 支 援 を 中 心 と

し て 、 精 神 障 害 者 の た め の 積 極 的 な 支 援 施 策 を 推 進 し ま す 。  

 

 

（３）障害児への対応  

障 害 の あ る 子 ど も の 施 設 は 、 県 全 体 で 少 な い 状 況 に あ り ま す 。

ま た 、居 宅 支 援 も 少 な い 現 状 に あ り ま す の で 、今 後 、愛 知 県 児 童 ・

障 害 者 相 談 セ ン タ ー な ど と の 連 携 を 強 化 し 、 障 害 の あ る 子 ど も へ

の 支 援 策 を 推 進 し ま す 。  
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（４）就労のための支援  

雇 用 環 境 が 厳 し い な か 、 障 害 の あ る 人 の 自 立 、 社 会 参 加 、 生 き

が い を 支 援 し て い く た め 、 就 労 に 対 す る 各 種 施 策 を 推 進 し ま す 。  

 

 

（５）地域福祉の推進  

障 害 の あ る 人 が 住 み 慣 れ た 地 域 で あ た り ま え に 暮 ら し て い く た

め に は 、 地 域 住 民 の 支 援 が 不 可 欠 で あ り ま す 。 こ の た め 、 障 害 の

あ る 人 を 中 心 に 、 ボ ラ ン テ ィ ア 、 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 、 地 区 社 会 福 祉 協 議

会 等 と の 連 携 と 協 働 に よ り 地 域 福 祉 を 推 進 し ま す 。  

 

 

 

 

 

【 支 援 費 制 度 に つ い て 】  

○  支 援 費 制 度 と は  
障 害 者 福 祉 サ ー ビ ス に お い て 従 来 行 わ れ て き た「 措 置 制 度 」が 、平 成 15 年 度

か ら 「 支 援 費 制 度 」 と い う 新 し い サ ー ビ ス 利 用 制 度 へ と 移 行 し ま し た 。  

措 置 制 度 に お い て は 、行 政 が サ ー ビ ス の 受 け 手 と な る 障 害 の あ る 人 を 特 定 し 、

内 容 を 決 定 し て い た た め 、 サ ー ビ ス を 受 け る 本 人 が 事 業 者 や 施 設 を 選 ぶ な ど の

選 択 を 行 う こ と は で き ま せ ん で し た 。  

そ の 点 を 踏 ま え 、 支 援 費 制 度 は 、 障 害 の あ る 人 の 自 己 決 定 を 尊 重 し 、 利 用 者

本 位 の サ ー ビ ス を 基 本 と し て 、 事 業 者 ・ 施 設 と の 対 等 な 関 係 に 基 づ き 、 障 害 の

あ る 人 が 自 ら の 判 断 で 自 ら 受 け る サ ー ビ ス を 選 択 し 、 契 約 を 結 ぶ こ と に よ っ て

サ ー ビ ス 提 供 を 受 け る こ と が で き る 仕 組 み で す 。  

こ の 制 度 改 正 に よ り 、 民 間 サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 の 拡 大 が 期 待 で き ま す 。  
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○  支 援 費 制 度 利 用 の 基 本 的 な 仕 組 み  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  支 援 費 制 度 で 提 供 す る サ ー ビ ス  
 

対 象 者  身 体 障 害 者 知 的 障 害 者 障 害 児 

居 
宅 
サ 
I 

ビ 
ス 

身体障害者居宅介護等事業 

（ホームヘルプサービス） 

身体障害者デイサービス事業 

身体障害者短期入所事業 

（ショートステイ） 

知的障害者居宅介護等事業 

（ホームヘルプサービス） 

知的障害者デイサービス事業 

知的障害者短期入所事業 

（ショートステイ） 

知的障害者地域生活援助事業 

（グループホーム） 

児童居宅介護等事業 

（ホームヘルプサービス） 

児童デイサービス事業 

児童短期入所事業 

（ショートステイ） 

支 
援 
費 
制 
度 
の 
対 
象 
サ 
I 

ビ 
ス 

施 
設 
サ 
I 

ビ 
ス 

身体障害者更生施設 

身体障害者療護施設 

身体障害者授産施設 

知的障害者更生施設 

知的障害者授産施設 

知的障害者通勤寮 

心身障害者福祉協会が設置す

る施設 

 

 

○  支 援 費 制 度 に 移 行 し な い サ ー ビ ス  
・身体障害者小規模授産施設、身体障害者福祉センター、身体障害者福祉ホーム等 
・知的障害者小規模授産施設、知的障害者福祉ホーム 
・障害児関係の施設サービス 
・精神障害者の施設・居宅サービス 

利 用 者  

市 町 村  
（ 春 日 井 市 ） 事 業 者・施 設  

①支援費の 
支給申請 

②支給決定 

⑤利用者負担 
額の支払い 

③契約 
④サービス

の提供 

⑦支援費の支払（代理受領） 

⑥支援費支払(代理受領)の請求 

都 道 府 県 知 事 
（指定都市･中核市長） 

指定 


